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[１] 第６期科学技術・イノベ ション基本計画における女性研究者の戦略的増加策

次世代研究者育成を担う大学・高等教育機関・研究機関では、個人への支援と共に組織の変革

が重要です。トップ及び人事委員会に一定割合以上の女性が入れば、組織は変革するでしょう。

例えば、総長・学長・理事・評議員・学部長・任期なし教授の女性比率 20%以上、人事委員会の女性

比率・人事委員会委員長の女性比率 30%以上等です。そして、その実現には、従来の「努力目標

ではなく「政策的な国の戦略」、特に積極的是正措置が必須と考えます。

１）	国は、我が国の女性研究者割合の数値目標を、分野別・職位別に設定すること。その数値目

標としては、男女共同参画学協会連絡会の試算方式 GEMST Formulaeによる数値を提案

します （別添資料による数値：理学 20％、工学 17％、農学 35％、医・歯・薬学 30％）

２）	国は、女性研究者・技術者のソースとなる博士後期課程大学院生の女性割合と、その直近の

増加率の勘案によって、５年ごとの段階的な女性研究者割合の数値目標を、分野別・職位別

に設定すること （別添資料参照)。

３）	国は、設定した数値目標を達成するために、大学・高等教育機関・研究機関における女性限

定公募等、女性枠設置を活用する「積極的是正のためのシステム を構築すること。

４）	国は、大学・高等教育機関・研究機関・企業等の法人等の評価基準に女性研究者・技術者

の「割合 及び「増加率 を導入、同時に、その「分野別・職位別 達成度を、継続的に公表す

ることを義務づけること。 

５）	国は、上記４）において女性研究者・技術者の「割合 及び「増加率 が高い組織には「インセ

ンティブ を付与するシステムを構築、特に、組織の意志決定に関わる役員・執行部等の上位

職のそれに対しては大きなインセンティブを付与すること。 

６）	国は、中長期目標に合わせた女性研究者・技術者の支援の進捗状況評価を行い、達成でき

なかった機関を公表し、なおかつ次年度の運営費交付金・私学助成金配分割合などに反映

させること（その評価指標は、例えば本学協会連絡会の男女共同参画推進度指標 GEMST

Index に則る等）。

[２] 若手女性研究者の効果的支援

若手研究者支援においては、女性研究者に配慮した制度を導入することによって、これまで１４

年間以上にわたる国の女性研究者支援事業で育ててきた優秀な人材の「パイプラインからの漏れ

を防ぐことが不可欠です。特に、最近の重点的施策となっている若手研究者支援においては、年齢

制限に関する点に注意を払わなければ、優秀な若手女性研究者の活用機会を失ってしまうという大

きな危惧があります。女性研究者の年齢制限撤廃もしくは緩和を実行することは、人事や研究費等

の公募に対する女性の申請割合を上げるためにも効果的です。この観点から「創発的研究支援事

業 に始まる年齢制限への配慮の姿勢は、女性人材の活用によるイノベーション創出に極めて重要

であり、全ての人事の基本原理としての適用に向け、以下の取り組みを要望します。 
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１）	若手研究者支援事業においては、ライフイベントを経験、あるいは、ライフイベントの予定があ

ろうと思われる若手女性研究者に配慮した人事システムを導入すること。 

２）	若手研究者を公募する際には、その３０%以上が常に若手女性研究者になるような人事制度

を導入すること。 

３）	若手女性研究者の機関への採用・研究費採択・授賞や表彰等における年齢制限の撤廃もし

くは５歳〜１０歳程度の緩和を行い、ライフイベントを経験した女性研究者の応募・申請等を

促進すること。 

４）	時限付の有期雇用や研究費使用に関し、若手女性研究者のライフイベントに対するテニュア

クロックの延長等について、機関で共通した支援ルールを構築すること。 

５）	女性研究者の潜在的な人材の積極的発掘、例えば RPD（Restart Postdoctoral Fellowship）修

了者のその後のキャリアパス構築支援等を実施すること。 

 

[３] 若手から執行部・役員層にいたる一貫した人材教育パイプラインの強化

研究リーダーや執行部・役員の職務を担う女性研究者を育成することは、女性研究者の活躍推進

に極めて効果的です。そのためには、若手から意思決定機関に属する役員層までの一貫したパイ

プラインの強化が肝要です。国の支援の下で育った優秀な人材を無駄にする 「パイプラインからの

漏れ を防ぐためにも、若手研究者支援においても、女性研究者に配慮した制度の導入が不可欠で

す。そのために、以下の取り組みを提案します。 

 

１）女子進学率の特に低い分野における、産学連携型の女子中高生理系進学促進制度、及び大

学院博士後期課程に対し女性大学院生の割合を高める進学促進制度を導入すること。 

２）国際化支援を取り入れた女性リーダー育成プログラムや、海外メンターも含めたメンター制度

の組織化・強化等の仕組みにより、次世代のロールモデルとなる女性人材を育成する制度を

導入すること。 

 

[４] 女性研究者の視点を生かした新たなイノベ ションの創出

科学、とりわけ理学、工学、農学、医・歯・薬学分野において、研究開発段階におけるジェンダー視

点の導入は、社会に新しい価値観をもたらし、インクルーシブで持続可能なイノベーション創出に貢

献します。特に、社会に根強く残る性別役割分担意識の払拭を主導し、SDGs の目指す人間主体で

あるインクルーシブ社会を実現するには、女性研究者の視点を活かした課題発見と研究開発は不可

欠です。国際的にイノベーション創出が期待されるジェンダード・イノベーションズ2の研究領域を創

設し、効果的に研究を支援するために、以下の取り組みが必要と考えます。

                                                        
2 2011 年に国連では、 ジェンダーの視点」をすべての科学技術カリキュラムに組み込む必要があると決議。カナダ保健研

究機構（2010 年～）、欧州委員会（2013 年～）、米国 NIH(2016 年～)、ドイツ研究振興協会（2020 年～）において、助成

金申請時に、性別にかかわる分析がどのように考慮されているかを記述させるなど、さまざまな取り組みが展開されてい

る。 
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１）	ジェンダード・イノベーションズを推進する研究費を創設すること。

２）	ジェンダード・イノベーションズに関わる産学連携を推進すること。

３）	ジェンダード・イノベーションズに関わるベンチャー企業創出を支援すること。

[５] 女性研究者の研究力を最大限発揮させるための環境整備加速

多様な人材が公正に扱われるインクルーシブな社会の実現には、柔軟な研究環境・教育環境の整

備の戦略的加速が重要です。そのために、以下の取り組みを要望します。 

 

１）	テレワークを含む、柔軟な勤務・研究体制の導入、及びそのための「サポート体制 の設置と

拡充をすること。 

２）	配偶者同士が可能な限り近い職場での勤務を可能とする雇用制度・帯同支援を導入すること。 

３）	業績評価や研究費獲得におけるライフイベントへの配慮及び復帰支援を充実させること。 

４）	女性研究者の潜在的な人材の積極的発掘を促進させる制度の設置、特に RPD 修了者のそ

の後のキャリアパス構築支援を具現化する体制を設置3すること。

５）	「無意識のバイアス の可視化と、それを阻止するためのツール開発、大学・高等教育機関及

び研究機関・企業への導入を促す体制を設置すること。

６）	探究心、創造性、幅広い知的関心等を身に付けた女性人材の育成を強化するために、先進

的理数系教育を実施する高等学校等において、学習指導要領によらないカリキュラムの開

発・実践、実験等を通じた体験的・問題解決的な学習を展開すること。その際、社会に根強く

残る性別への偏見を払拭すべく、女子生徒が積極的に挑戦できる機会を一定以上確保でき

る仕組みを導入すること。

７）	異分野融合型の研究人材の育成・確保のために、すでに専門を持つ女性・若手研究者の新

分野・異分野への挑戦を積極的に支援すること。そのために、大学・研究機関・企業等は、異

分野融合に必要な専門プログラムを備えたシステムを構築すること。その結果として、女性割

合が低い工学系分野（例えば、AI、 ロボテイックス、バイオミメティクス等）への異分野からの

女性研究者の進出も促進されよう。

以上

                                                        
3 文部科学省科学技術学術政策研究所 ポストドクター等の雇用・進路に関する調査（2018 年度実績）」速報版

https://www.n step.go.jp/wp/wp content/up oads/NISTEP_RM20200925 PressJ.pd

によると RPD ではない PD（ポストドクター）においても前回調査に比べ、女性の割合が増加。また女性の平均年齢が男

性のそれよりも高くなっている。 
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別添資料（GEMST Formulae）	

[１] GEMST Formulaeとは、実現可能な女性研究者割合の数値目標を定めるにあたり、男女共

同参画学協会連絡会が提案する以下の試算方式です。	

	

2025 年までに	

助教の女性割合	 博士課程修了者の現女子割合（以下の表では 2019 年度の値） 	1	

准教授の女性割合 博士課程修了者の現女子割合	 	0.7	

教授の女性割合	 博士課程修了者の現女子割合	 	0.4	

2030 年までに	

助教の女性割合	 博士課程修了者の女子割合(2024 年度における値） 	1	

准教授の女性割合 博士課程修了者の女子割合(2024 年度における値	 	0.9	

教授の女性割合	 博士課程修了者の女子割合(2024 年度における値） 	0.7	

2035 年までに	

助教の女性割合	 博士課程修了者の女子割合(2029 年度における値） 	1	

准教授の女性割合 博士課程修了者の女子割合(2029 年度における値)	 	1	

教授の女性割合	 博士課程修了者の女子割合(2029 年度における値)	 	1	

	

[２] 博士課程修了者女性割合（2019 年度）に基づき、上記の方式 GEMST Formulae によって

試算した女性教員比率の数値目標の数表は下記の通りであり、大学においては、少なくとも

2035 年までに、理学 20％、工学 17％、農学 35％、医・歯・薬学 30％の女性教員割合の達成

を妥当な数値目標として提案します。	

	

分野	

2019 年	

博士課程	

修了者	

女性比率

（％）	

2019 年現在の	

女性教員比率	

（％）	

2025 年までの	

分野別・職位別	

女性教員比率目標値

（％）	

2035 年までの	

分野別・職位別	

女性教員比率目標値	

（％）	

助教	 准教授	 教授	 助教	 准教授	 教授	 助教 准教授 教授 

理学	 20	 14	 10	 5	 20	 14	 8	 20	 20	 20	

工学	 17	 11	 7	 3	 17	 12	 7	 17	 17	 17	

農学	 35	 24	 14	 5	 35	 25	 14	 35	 35	 35	

医歯薬

学	
30	 24	 11	 5	 30	 21	 12	 30	 30	 30	

	

	

＊国立大学協会 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第 16 回追跡調査報告書

（R2.1） を基に算出	

	


